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既存建屋を再利用した
清掃工場の更新整備について
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千葉市環境局資源循環部廃棄物施設整備課

１．はじめに

千葉市（以下、「本市」と言う）では、
2007（平成19）年３月に策定した「千葉市
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づ
き、2007（平成19）年度から、市民向け説
明会の開催、収集体制の見直し、家庭ごみ
手数料徴収制度の導入など、焼却ごみ減量
や資源化率向上に関する様々な取り組みを
実施してきた。その結果、取り組みを開始
する時点の2006（平成18）年度には約33万
ｔあった焼却ごみが、2015（平成27）年度
には約25万ｔにまで減少し、2017（平成
29）年３月末日をもって、最も老朽化して
いた北谷津清掃工場（1977（昭和52）年12

月竣工）を稼働停止し、廃止した。それ以
降、市内の焼却ごみ全量を「北清掃工場
（1996（平成８）年10月竣工）」と「新港清
掃工場（2002（平成14）年12月竣工）」の
２施設により処理している。

２．本市清掃工場の整備方針

本市では清掃工場の整備方針として、図
１のとおり、３つの用地（北谷津用地、北
用地、新港用地）を活用しながら、２つの
施設を安定的に稼働させる「３用地２清掃
工場運用体制」を掲げている。
2023（令和５）年度現在、北谷津用地で
は新清掃工場の建設工事を進めており、新

図 1　 本市清掃工場の整備スケジュール
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港用地については、北谷津用地の新清掃工
場が稼働し次第、既存施設の稼働を停止し
て更新整備が進められるよう、計画作成や
調査を行っている。さらに北清掃工場につ
いては、それらの２施設が整備される2030
（令和12）年度末まで安定的に稼働できる
よう、適切な運転管理や計画的な修繕を
行っている。

3． 新港清掃工場更新整備の
整備手法検討

（1）背景

北谷津用地の新清掃工場に続いて新たな
施設整備を考えた場合、本来であれば、稼

働年数が長い北清掃工場の更新である。し
かし、同工場は地元との協定等により、原
則、全３炉の同時運転は行わず常時２炉運
転までとする運用であった。一方で新港清
掃工場は、民間施設への熱供給等を行うエ
ネルギーセンターの位置付けによりフル稼
働し、設備の老朽化がより激しいことから、
優先して更新整備を検討することとした。
しかし建屋については利用可能な状況にあ
ると考えられたため、新港清掃工場の更新
整備について、既存建屋を再利用して設備
をすべて入れ替える整備手法（以下、「リ
ニューアル」と言う）を検討することとした。

（2）既存建屋に関する確認

リニューアルにより更新整備を行うため
の前提として、既存建屋の劣化度診断調査
を行った。主な調査内容は、施設管理者へ
のヒアリングによる不具合箇所や改修履歴
の把握、チェックシートを用いた目視点検
のほか、コンクリート躯体から試験体をコ
ア抜きして、圧縮強度や中性化深さの確認
を行った。調査の結果、すべての試験体に
おいて、圧縮強度は設計強度を上回ってお
り、鉄筋の最小かぶり厚さ30㎜を超える中
性化深さも確認されず、また、既存建屋に
必要な改修を実施することで、更新整備後
30年間（当初竣工からで言えば60年間）程
度の使用は問題ないという診断結果を得る
ことができた。

（3）整備手法の比較項目

更新整備の整備手法について、リニュー
アルとするか、スクラップ＆ビルドとする
かを比較検討するため、図 2のとおり、５
つの観点に着目して比較項目を設定した。
整備手法の比較検討であるため、施設整

備後の維持管理の段階における比較項目は
除外した。また、いずれの整備手法を選択
してもプラント設備はすべて更新する前提
であることから、設備の仕様（性能）に関図 2　整備手法の比較項目の設定

写真 1　新港清掃工場
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する比較項目も除外した。例えば「環境面」
という観点においては、〝ごみの焼却によ
る温室効果ガス排出量の比較〟といった項
目が考えられるが、これは整備手法による
差はないことから、比較項目には設定せず、
代わりに「解体廃棄物量」や「工事車両台
数」といった、工事段階における項目を設
定した。

（4）整備手法の比較結果

今回は２種類の整備手法から１種類を選
択する二者択一であるため、絶対評価では
なく相対評価とした。２種類の整備手法を
その項目で比較した時、定量的な評価によ
り一方が優れていれば◎で４点、対するも
う一方は×で１点とし、定性的な評価によ
り一方が優れていれば〇で３点、もう一方
は△で２点とした。各項目の比較結果の概
要は、それぞれ次のとおりである。
【整備事業費】
リニューアルの場合、既存建屋の改修工

事費や、プラント設備機器搬出入作業の制
約による割増工事費は想定されるが、旧建
屋の解体や新建屋の建設費用が削減できる
ため、事業費全体としてはメリットがある。
【整備スケジュール】
リニューアルでは建屋を再利用するため

大規模な土木工事が発生しない。スクラッ
プ＆ビルドでは、既存建屋を解体し基礎や
杭の撤去、新設を伴うことから、大規模な
土木工事が必要となり、土壌汚染対策法に
よる管理が求められる。新港用地は埋め立
て地区であり、埋め立て土由来（自然由来）
の汚染物質基準値超過が想定され、工事期
間への大きな影響が懸念される。
【解体廃棄物量】
既存施設の出来高調書からの物量確認に

よれば、既存建屋由来の解体廃棄物量は約
115,000ｔと推計され、リニューアルの場
合にはこの廃棄物量が削減できる。

【工事車両台数】
既存建屋の解体廃棄物を運搬するために

必要な車両は、10ｔ車で約13,000台と推計
され、リニューアルの場合にはこの車両台
数が削減できる。
【周辺への工事の影響】
リニューアルの場合、既存建屋に機器搬

出入のための開口部を設けるが、大部分は
躯体に覆われているため、騒音・振動・粉
じん等の影響が低減できる。
【工事の施工性】
リニューアルではプラント設備機器搬出

入作業（手順）に制約があること、スクラッ
プ＆ビルドでは埋め立て地区における大規
模な土木工事が発生することに、それぞれ
特有の懸念がある。
【入札の競争性】
表１に示す更新整備後の焼却能力、排ガ

ス処理方式、発電機容量等を踏まえたうえ
で、既存建屋に設備機器が配置可能である
ことを、複数のプラントメーカへアンケー

表 1　更新整備前後の仕様
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ト調査により確認しており、リニューアル
でも一定の競争性は確保されると考える。
一方、既存プラントメーカは現況を詳しく
把握しており、リニューアルの検討に着手
しやすいと考える。
【災害への備え】
既存建屋は新耐震基準で設計・施工され、

耐震化の割増係数（重要度係数）について
も「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」
と同等の1.25としており耐震性については
問題ない。一方、2021（令和３）年１月に
更新されたハザードマップによれば、新港
用地は高潮想定最大浸水深さが0.5ｍ以上
１ｍ未満の区域に該当しており、この対策
が新たに必要である。リニューアルでも防
水シャッターや止水板の設置による対応は
可能であるが、スクラップ＆ビルドのほう
がより柔軟な対応が可能と考えられる。
【見学施設】
いずれの整備手法でもプラント設備をす

べて更新するため、見学者向け設備仕様に
差が出る可能性は低い。しかしリニューア
ルの場合は、その特殊な整備手法を２R（リ
デュース・リユース）教育に関連付けて説

明できる。
【地元対応】
使用可能なもの（既存建屋）はできる限

り使用するという考え方や、周辺への工事
の影響が低減できることから、リニューア
ルによる整備手法を採用することで、対外
的な説明は理解が得られやすくなると考え
られる。

以上の比較検討内容に基づき、点数付け
による評価を行った結果は表 2に示すと
おりとなり、新港清掃工場の更新整備にお
ける整備手法は、リニューアルに決定した。

４．今後の課題

新港清掃工場の更新整備については、焼
却方式や施設規模といった基本フロー、整
備事業費や整備スケジュール、そして前述
のとおり紹介した整備手法等について、基
本計画にとりまとめ決定したところであ
る。今後はこの計画を実行に移すため、
PFI等の導入可能性を含めた事業方式の検
討や、事業者選定及び事業契約の締結に向

表 2　整備手法の比較結果
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けた作業を進めて行く段階となっている。
昨今の施設整備費用等が高騰している状況
を踏まえて、要求水準（発注仕様）の詳細
な検討、適切な予定価格の設定、財源確保
等が、今後の課題となっている。
また既存施設の灰溶融設備エリア（総延

べ床面積の15％程度に相当）については、
リニューアル後の用途が未定であり、今後
必要性が高まる脱炭素関連設備等の用途に
活用可能かどうかも、検討が必要であると
考えている。

５．おわりに

本市では幸いにも次に示すような様々な
条件が揃っていたため、既存建屋を再利用
した清掃工場の更新整備を検討することと
なった。
● 更新整備の検討開始時点（竣工後19年目）

で、既存建屋がまだ利用可能な状況で
あったこと。

● 更新整備期間（５年間）中のごみ処理が、
他の清掃工場で安定的に行える状況で
あったこと。

● 既存施設と比較し、焼却能力はほぼ同等
で、灰溶融設備・ガスタービン設備・湿
式排ガス洗浄設備等の大型機器類が不要
となり、総重量が大幅に軽くなる方向で
あったこと。
既存建屋を再利用した清掃工場の更新整

備については、検討に着手するための条件
や背景等、各自治体の事情によると思われ
る。本市としては、この整備手法が今後の
廃棄物処理施設整備費用縮減のための有効
な施策の１つとなり得るように、新港清掃
工場リニューアル整備を着実に進めて行き
たい。
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